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会議に付した事件 

 日程第１       追加議案上程 提案理由説明（議案第15号） 

 日程第２ 議案第15号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第８号） 
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～午前９時40分 開議～ 

○議長（品川義則君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 本日は休会の日ですが、議事の都合によって、去る15日から休会中の本会議を開議します。 

      日程第１ 追加議案上程 提案理由説明 

○議長（品川義則君） 

 日程第１．追加議案上程、議案第15号の提案理由の説明を議題とします。 

 この際、朗読を省略し、これより提案理由の説明を求めます。松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 それでは、平成31年第１回定例議会に付議いたします追加議案について提案理由を御説明

申し上げます。 

 今回の追加議案は、平成30年度補正予算案件１件を上程いたしております。 

 それでは、提案理由について説明いたします。 

 議案第15号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第８号）についてでございます。 

 今回、補正予算として国庫支出金100万7,000円、地方債200万円の増額をお願いし、財源

調整として基金繰入金300万7,000円を減額するものでございます。 

 一般会計予算総額につきましては、歳入歳出の増減はございません。 

 内容につきましては、国の平成30年度補正予算において、冷房設備対応臨時特別交付金の

追加内示を受けましたので、基山小学校及び基山中学校のエアコンの設置に伴う工事費に対

する国費及び地方債を増額するものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長より説明いたします。 

 以上で説明を終わりたいと思います。どうぞよろしく御審議いただき、御可決いただきま

すようによろしくお願いいたします。 

○議長（品川義則君） 

 以上で町長の提案理由の説明が終わりましたので、次に、担当課長の詳細説明を求めます。 

 議案第15号の詳細説明を求めます。平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 それでは、議案第15号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第８号）について説明をさ

せていただきます。 
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 議案書の１ページをお願いいたします。 

 この補正につきましては、予算総額の増減はございませんが、地方債の変更をお願いいた

しております。 

 次に２ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正です。 

 13款．国庫支出金と20款．町債にそれぞれ100万7,000円、200万円の増額をお願いし、17

款．繰入金に300万7,000円の減額をお願いしております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表 地方債補正でございます。 

 学校教育施設等整備事業債に200万円の増額をお願いしております。これは基山小学校及

び中学校の教室エアコン設置に対する国の交付金の追加配分に伴い、補助事業枠が増加した

ことによるものでございます。充当率は100％でございます。 

 次に、事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 事項別明細書３ページをお願いいたします。 

 13款．国庫支出金、２項．国庫補助金、４目．教育費国庫補助金、１節．小学校費補助金

及び２節．中学校費補助金、こちらに冷房設備対応臨時特例交付金としてそれぞれ51万8,000

円、48万9,000円の増額をお願いしております。交付金の追加配分に伴うものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 17款．繰入金、１項．基金繰入金、10目１節．ふるさと応援寄附基金繰入金に300万7,000

円の減額をお願いし、財源調整を図っております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 20款．町債につきましては、第２表 地方債補正で御説明をしたとおりでございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（品川義則君） 

 詳細説明が終わりましたので、ここで９時55分まで休憩いたします。 

～午前９時45分 休憩～ 

～午前９時55分 再開～ 

○議長（品川義則君） 

 休憩中の会議を再開します。 
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      日程第２ 議案第15号 

○議長（品川義則君） 

 日程第２．議案第15号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第８号）を議題とし、本案

に対する質疑を行います。 

 追加議案書の１ページをお開きください。ありませんか。重松議員。 

○９番（重松一徳君） 

 ここで何点か質問させてもらいます。 

 今回の追加議案の中でエアコン設置について、国のほうから国庫補助が出るという形で今

回提案をされております。それで、大きく２点について質問をいたします。 

 １つは、これは12月の補正でエアコン設置の部分については、るる議論をしてきたわけで

もありますけれども、今回、国のほうが補助の拡大を行うという部分についてどのような国

のほうの判断のもとでされたのかと、もともと国のほうは普通教室、約20万教室ぐらいがま

だエアコンが設置されていないというふうな中で、約二百八十数億円の予算を組むという形

で今回、国のほうは猛暑に向けてのエアコン設置をしてきたわけでありますけれども、基山

町においては今度、特別教室等にエアコンを設置するわけですので、これについて国のほう

が、なぜ今回平成30年度予算の中で急いでするようになったのかという部分が１点です。 

 それから、全体の説明の中でもありましたように、今回の場合は会議室を普通教室に変更

するという形と、基山中学校の多目的教室から普通教室にという中身でありますので、これ

で全て基山町の今回12月補正で行った部分の特別教室等については、全て補助対象になると、

基山町単独でエアコン設置する教室はなくなるのかという部分について質問いたします。 

 それから、あと、今回ふるさと応援寄附金を使わずに町債のほうで財源を確保するという

ふうになっております。もともと12月補正では、きちっとふるさと応援寄附金を、基金を活

用するという形になっておりましたけれども、今回それを町債のほうにするという形になり

ますので、なぜ町債のほうに切りかえるのかという部分について質問いたします。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 それでは、最初に御質問いただきました国の予算の部分についてですけれども、当初12月

の補正でお願いしておりました教室数で国のほうに事業計画のほうを提出いたしまして、補
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助対象ということでなっておりました。ただ、その時点で普通教室、特別教室を優先という

ことでしたので、会議室と多目的教室については補助対象面積に含まれておりませんでした。

それで、２月に国のほうから追加要望調査がありまして、その時点で平成31年度はふれあい

教室等の増によりまして会議室を普通教室として使うということがわかっておりましたので、

要望いたしまして、今回国の内示のほうが３月14日にございましたので、今回追加の議案と

いうことでお願いをいたしているところです。 

 それから、今回の会議室と多目的教室、基山小学校と基山中学校それぞれ１教室ずつを補

助のほうがつくようになりましたので、今回のエアコン設置の事業に対しては全ての教室が

国庫補助の対象になっております。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 基金の活用ではなく、なぜ町債へ切りかえるのかという御質問ですけれども、この起債に

つきましては、今年度、交付税措置がございますので、基金をそのまま取り崩して財源とし

て充てるよりも、将来的に交付税の需要額に算入されていく起債が使える枠が広がりますの

で、そちらのほうが有利だというふうに考えまして、町債の活用のほうを優先させたいとい

うことで、今回増額のお願いをしているところでございます。 

○議長（品川義則君） 

 重松議員。 

○９番（重松一徳君） 

 今の財政課長の説明では、これは12月議会でも、じゃ、なぜそういうふうにできなかった

のかと、交付税、町債にできなかったのかと。なぜ12月議会のときにはふるさと応援寄附金

を活用したのかというふうになりますけれども、この辺についてもう一回説明をお願いしま

す。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 12月補正の際には、もちろんこの起債を活用しようということで御提案させてもらって、

御承認もいただいています。今回起債に持っていける枠が広がりましたので、その広がった
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枠が200万円でございますけど、その分の増額をお願いしていますので、活用したいという

考え方は当初から持っておりました。 

○議長（品川義則君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと確認させてください。 

 これで小・中学校全ての教室とか部屋といいますか、会議室とかいろいろ、設置なると。

ただし、体育館を除いて全て設置ということで確認させていただいていいですか。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 今回のエアコン設置の工事によりまして、使用教室については全て設置という形になって

おります。今回の補正予算の部分では、12月のときに工事費としてお願いしていました部分

から面積的には変わっておりません。国庫補助の対象面積がふえたということで、12月の折

にも御説明させていただいたかと思いますけれども、使用教室については、これでエアコン

のほうの設置を完了するという形になっております。 

 実際、若基小学校、基山中学校については使用していない教室等もございますので、その

建物内の全教室というわけではございませんけれども、通常授業等で使用する全ての教室は

これでエアコンのほうは設置されているという形になります。 

○議長（品川義則君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 わかりました。 

 それで、今後の課題としては、体育館のエアコンもぼちぼちついてきているようでありま

す。これについてもぜひ検討していただきたいと。すぐにどうのこうのじゃないにしても、

それはやはり設置の方向で検討するというふうにすべきと思っておりますが、そういう考え

は全くないんですか、少しはあるんですか。 

○議長（品川義則君） 
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 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 体育館については通常の普通教室、特別教室等とはやはり広さも違いますので、かなり大

規模なエアコン設備のほうの設置ということになりますので、現在予算上どれぐらいかかる

かという計算まではいたしておりません。31年度の予算の中で大型の扇風機を備品として購

入するように計上させていただいております。そういった部分で体育館の夏場の環境等が少

しでも改善するようにということで考えておりますので、今現在は体育館へのエアコン設置

というところの予定はございません。 

○議長（品川義則君） 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 済みません、先ほどの回答で使用教室とおっしゃいましたけれども、基山中では空き教室

がたくさんあって、多目的室という形で前おっしゃっていたんだろうけれども、私が確認せ

んままで質問しますけれども、多目的室として書いてあるのは10室ありますよね。そのうち

今回は２階の１室だけエアコンが設置されるということですね。そしたら、先ほど使用教室

と言われましたけれども、あと、例えば１階、３階も使用していたけれども、そこはエアコ

ンが既に設置されているのか、されていないのかをお聞きします。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 ３階の多目的教室、基山中学校ですね、まず３階の多目的教室ですけれども、左側から多

目的の３階のⅠ、Ⅱ、Ⅲについては現在、エアコンのほうは設置されておりません。３階の

一番右側の多目的室のⅤ、こちらも設置はされておりません。２階は多目的のⅡ、一番右側

の教室になりますけれども、こちらはエアコンを設置されております。１階ですが、多目的

のⅠ、第２相談室と１の１の間の教室、それから、多目的のⅠ－ⅡとⅢについては、現在エ

アコンのほうは設置されておりません。今の生徒数と教室数を見まして、全ての教室という

よりも、現在使用している部分でしっかりエアコンを設置して授業を行えるというところで

今回要望を出しておりますので、全てではございませんけれども、児童・生徒が授業を行う
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部分については全てエアコンを設置する計画で現在進めておりますので、それで生徒の健康

等については問題ないものというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 大山議員よろしいですか。大山議員。 

○11番（大山勝代君） 

 先ほど言った多目的室を数えたら10室あって、既についていたのが２室ですね。そして、

今度改めて１室できる。だから、使っていないところのあとの７つはそのままでしょうか、

それとも将来的につけるということでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 多目的室については、10室のうち、今回設置する分も含めて３室設置になりますので、７

室についてはエアコンがついていないということになります。現状では今のクラスと使用教

室ということで考えていけば、今設置する教室数で足りておるというふうに考えております

ので、将来的に教室数がふえるかというところで推計のほうもしましたけれども、生徒数と

しては現状の教室のほうでそのまま利用してできるということで考えておりますので、今回

のエアコン設置で十分足りているものというふうに考えています。 

○議長（品川義則君） 

 久保山議員。 

○５番（久保山義明君） 

 ちょっと関連することなんですけれども、説明をもうちょっと明確にしてほしいなと思う

んですよね。要するに、今回枠ができたから個々の２カ所をエアコン設置したのか、それと

も普通教室として使うから予算がついたのか、まずその１つの確認。 

 それと、この資料の４ページと５ページなんですけれども、これはもう一回つくり直して

もらっていいですか。要するに１の４と多目的室Ⅰ－Ⅱとか、要するに１の４はついている

はずですよね。１の４はついて、多目的室のⅠ－Ⅱはついていないということなんで、これ

は比較が全くできていない状況なんですよね。エアコン設置済み教室というところと、実は

同じような表示なんですけれども、ついていないというところがあるので、これは一回もう

ちょっと明確につくり直してほしいなと思うんですけれども。 
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○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 済みません、今回まず、最初の御質問ですけれども、今回の追加の補助という部分につい

ては、当初予算要望しておりました部分が会議室と多目的教室ということで、通常の普通教

室、特別教室に当たらないということで補助の対象からは外れておりました。追加要望のほ

うがあった時点で今回、ふれあい学級ですね、特別支援学級と普通教室で今回普通教室に変

更になりますので、再度要望しまして、その部分で今回補助対象になったというところでご

ざいます。 

 それから、済みません、資料のほうで色をつけておったんですが、非常に見にくい部分に

なっておりますので、この部分については、資料のほうを見やすい形でお出ししたいと思っ

ております。 

○議長（品川義則君） 

 課長、若基小学校も一緒にいいですか、出していただいて。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 はい。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにございませんか。末次議員。 

○３番（末次 明君） 

 小・中学校にエアコンをつけることは非常にいいことなんですが、基山町では電力の使用

料を、料金を抑えるという意味でデマンドコントロールというのを導入されておりますが、

これが適切に機能しないと、逆に不快感を感じることもあるかと思うんですけれども、この

デマンドコントロール、特にこれが稼働するのはエアコン使用時が多いかと思うんですが、

そのあたりはどういうふうに考えてあるんでしょうか。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 今回のエアコン設置工事、基山小学校、若基小学校、基山中学校、３校設置しますけれど

も、その分も含めたところでデマンド管理のほうを行うようにしております。従来よりもか
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なり教室数のほうがふえてきますので、そのあたりは十分工事時にどれぐらいの電力量かか

るかというところをもう一度計算をしながら、なるべくその負荷のかからないような形で行

いたいというふうに考えております。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○３番（末次 明君） 

 無駄な電力、省エネは考えてほしいんですけれども、やはりある一定以上の今までのベー

スというのが上がるのはこれはしようがないと思うですが、町全体としても学校関係の電気

料金は上がるというふうに見てあるんですかね。夏場は特に。 

○議長（品川義則君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 特別教室を使うときには、そこの普通教室は移動していれば使わないと思いますので、全

てが上がるとは思っていないです。ただ、適切に管理をしていかない──ちょっと言うと、

一度に全ての部屋を、例えば電源オンするとデマンドははね上がりますので、そこの管理の

仕方、運用の仕方、そこを気をつけないと結果的にピークカットができなくて高い単価の電

気代、基本料金とかを払わないといけないようになると思いますから、そこの管理が重要だ

と思っています。 

○議長（品川義則君） 

 末次議員。 

○３番（末次 明君） 

 ぜひその管理の方法をうまく勉強しながら、運用していただきたいと思います。要望です。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにありませんか。大久保議員。 

○２番（大久保由美子君） 

 済みません、私ちょっとわかっていないので、確認になるかなと思いますけど、例えば、

基山小の場合の会議室70平米、これはふれあい教室にされるという報告でしたけど、これは

たしか３つに仕切るんじゃなかった、１つじゃなかったような気がしますけど、そのときに

エアコンの設置の仕方はどうされる予定ですかね。それが１つ。 
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 わからないのは、中学校なんかは平成31年度多目的教室から普通教室に変更するため補助

の追加ということで書いてありますけど、私が間違っているかもしれんけど、もし、この追

加の要望がなかったらどうなっていたんですかね。 

○議長（品川義則君） 

 井上教育学習課長。 

○教育学習課長（井上克哉君） 

 基山小学校の会議室の部分、今回、追加で補助の対象になった部分については、12月の補

正の部分で３教室に分けるということで御提案させていただきましたけれども、３つ仕切り

をつけますので、それぞれにエアコンをつけるというような形で考えております。 

 それから、基山中学校の多目的教室については、もともとこの多目的室のほうの要望はい

たしておりましたので、国庫補助がつかなくても実際、町単ということで工事のほうは行う

予定でございました。 

○議長（品川義則君） 

 ほかにございませんか。河野議員。 

○８番（河野保久君） 

 さっき若基小学校は議長のほうから図面出してもらうということなので、使用していない

教室は今、若基小学校は何室あるんですか、わかりませんか。部屋数だけでいいです。 

○議長（品川義則君） 

 後ほど図面の資料が出ますので、それでよろしいですか。（「わかりました」と呼ぶ者あ

り） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、次、２ページ、第１表 歳入歳出予算補正の歳入の部分です。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ３ページ、歳出について。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 
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 ４ページ、第２表 地方債補正。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 次に、事項別明細書に入ります。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入13款２項４目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 17款１項10目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 20款１項５目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 歳出に入ります。 

 10款２項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 10款３項１目。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、議案第15号に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第15号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第15号を採決します。 

 本案を原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第15号は可決されました。 

 本日の会議は以上をもちまして散会とします。 

～午前10時20分 散会～ 

 


